
1

記 入 例 （記入の方法や注意点は次のページに続きます）
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個別避難計画の作成意向確認欄の記入方法

❶

❸

❷

郵送書類の情報が、ご本人（または
ご家族）のものか確認してください。

❶作成の同意の回答
「同意します」または「同意しません」のどちらかにチェックを入れてください。チェックした後に、
矢印に従い右に進み、右側の枠から理由や状況をひとつ選び☑を入れてください。
ここでの「同意」とは、個別避難計画（わが家のひなん計画）を作成・更新する意向があり、ご自身
の心身等の情報や、個別避難計画を避難支援者と豊島区に共有することの同意となります。記入の前
に「個別避難計画作成に関する重要事項」をご確認ください。

❸「同意しません」をチェックした方のみ
差し支えなければ、不同意の理由をチェックしてください。該当するものがない場合は、□その他に
チェックし、理由を記入してください。
□個人情報を提供したくないから
□作成しなくても災害時の準備はできているから
□住民票の住所とは別のところに住んでいるから
□その他( ）
いずれかにチェックした後、下の署名欄に署名してください。以上で記入は終了となります。返信用
封筒にて返送してください。

❷「同意します」をチェックした方のみ（□のどれかひとつに☑してください）
□わが家のひなん計画を、いま作成して提出します。
→ご案内等をご覧いただき、いま、ご自身やご家族で「わが家のひなん計画」を作成し提出できる方
は、こちらにチェックを入れ、下の署名欄に署名のうえ、これより下の「わが家のひなん計画」に記
入してください。記入の方法は、次のページ以降に続きます。

□今後、わが家のひなん計画を作成します。
→今すぐには作成できないが、今後、ご自身やご家族で作成できそうだ、という方は、こちらに
チェックを入れ、下の署名欄に署名してください。ここに☑した方は、以上で記入は終了となります。
返信用封筒にて返送してください。
※作成の期限はありません。作成ができたら、コピーを取って区に提出をお願いします。今後、作成する際は、
提出前に様式のコピーを取っておくか、ホームページから印刷して使用してください。

□わが家のひなん計画の作成が難しいため、作成支援を希望します。併せて、区が指定する作成支援
者に対する個人情報の提供に同意します。
→ご自身やご家族だけでは作成が困難な方で、区の指定する作成支援者に作成の支援を希望する方は
こちらにチェックをいれ、下の署名欄に署名してください。なお、作成支援にあたっては作成に必要
な範囲で、福祉サービス事業者等の作成支援者に対し個人情報を提供します。
ここに☑した方は、以上で記入は終了となります。返信用封筒にて返送してください。
※作成支援を希望された方には、これから順次、区・ケアマネジャー等が作成をお手伝いする予定です。作成
の支援は、お住まい地域の災害リスクや、本人の心身の状況、世帯状況によって順番に進めていきます。今年
度、作成支援の対象にならなかった方に対しても、来年度以降、順次、作成支援の対象者を拡大していく予定
です。

署名を代筆する場合は、こちらに
チェックしてください。

※ご本人様のお名前を記入ください。
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わが家のひなん計画の記入方法①

❶

❽

❼

❻❺❹

❸

❷

❾

❿

❹ご自宅の状況の確認
①の住居形態から④のエレベーターの有無まで、ご自宅の情報をチェックまたは記入してください。
さい。

❺自宅の災害リスクの確認
ご自宅の浸水リスク（想定される浸水深）、土砂災害リスクを確認して記入しましょう。災害リスク
は豊島区のハザードマップや、東京都の浸水リスク検索サービスなどで確認することができます。
・豊島区洪水内水ハザードマップ ・豊島区土砂災害ハザードマップ
・東京都浸水リスク検索サービス（東京都HP） ・東京都土砂災害警戒区域等マップ（東京都HP）
※豊島区内で洪水のリスクが想定されている地域は高田地区の神田川周辺のみです。他の地域でハザード
マップに色があった場合は、内水氾濫（排水能力不足での浸水や下水逆流等）となります。詳細は上の
ホームページ等でご確認ください。
※紙のハザードマップは、豊島区役所５階の防災危機管理課の窓口で配布しています。

❻風水害時に在宅避難ができるかの確認
④⑤で確認した自宅や、災害リスクをもとに、風水害時に在宅避難ができるか確認しましょう。
在宅避難できる場合
自宅に洪水リスクがなく、普段生活している居室の高さが想定浸水深より上にある場合は、風水害時
に在宅避難することができます。洪水のリスクがあっても、居室の高さが浸水深より上にあり、マン
ションのなどの堅牢な建物であれば、在宅避難することができます。
在宅避難できない場合
居室が想定浸水深より下にある場合は、風水害時に在宅避難することはできません。また、居室が想
定浸水深よりも上にあっても、洪水のリスクがあり、自宅が洪水で流されたり、倒壊してしまう可能
性がある場合は、在宅避難することができません。
土砂災害の発生の恐れがある際は、自宅が土砂災害警戒区にある方は在宅避難することができません。

❼ひなんする場所の計画
風水害が発生したとき、大地震が起きたときに、どこに避難するかをご家族で話しあって、それぞれ
書きましょう。災害が起きた場合でも、自宅が安全な場合は、在宅避難を推奨しています。風水害の
リスクがある場合や、地震等で自宅が留まることができなくなった場合に備えて、避難先は複数検討
しておきましょう。豊島区内では、発災時に区内の小中学校等が救援センター（避難所）として開設
します。救援センターの場所は豊島区防災地図で確認できます。
・豊島区防災地図

いつ作成された、誰のひなん計画なのか分かるように、ご自身のお名前と、作成日を記入してください。
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わが家のひなん計画の記入方法②

❶

❽

❼
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❽災害時に避難支援者に支援してほしいこと
災害時に避難支援者に支援をお願いしたいことをチェックしてください。その他にチェックを入れて、
自分に必要なことを自由に書くこともできます。
お願いしたいこと（チェックの数）は、１つに絞る必要はありません。

❾自分の心身等の状況で伝えたいこと
避難支援者に適切に支援してもらうために、自分の心身の状況で知っておいて欲しいことを書きま
しょう。
例えば、移動を支援してもらい避難先まで着いたが、いつも飲んでる薬や機械（またはその電池）を
忘れてしまったり、避難支援の際に、触られると痛い場所を掴まれて動けなくなってしまったりする
ことがなどがあると、適切な避難支援をすることができません。
このようなことがないように、避難支援者の方に、自分の状況で知っておいてほしいことや、お願い
したいことを、事前に伝えておく必要があります。どんなもの必要が、どんな対応が必要かを、ご家
族と話し合って検討しておきましょう。

❿自分と避難支援者の連絡先の記入
自分やご家族、情報避難支援をしてくれる避難支援者の方の連絡先を書きましょう。
作成した個別避難計画は、コピーし、ここに名前のある方（及び区）で共有することになります。

避難支援者は、災害時に避難支援をしてもらう方です。ご家族や、普段から親しくしている方、いざ
というときにすぐに対応できる近所の方に声を掛け、災害時の支援をお願いしましょう。
同居、別居関わらず、ご家族も避難支援者になることできます。避難支援者も被災する可能性がある
ため、複数いることが望ましいですが、見つからない場合などは１名でも構いません。
ここに記載した避難支援者の情報は区や、災害時は地域防災組織や警察、消防といった関係者に共有
される場合があります。避難支援者となってくれる方に、必ずその了解を取ってから、お名前と連絡
先等を書いてください。

避難支援者に関しての重要事項
わが家のひなん計画の「避難支援者」の避難支援は、できる範囲での支援をお願いするものであり、
避難支援者ご自身や、そのご家族の安全が確保されていることが前提となります。
災害時は、避難支援者ご自身やそのご家族も被災者となるため、災害の状況によっては、必ずしも支
援することができるとは限りません。避難支援者として登録されても、災害時要援護者の方の安全確
保や避難支援について、義務や責任を負うことはありませんので、可能な範囲でご協力をお願いいた
します。

⓫

⓫メモ欄
わが家のひなん計画に書ききれなかった内容や、実際に自宅から避難先まで歩いてみて分かった注意
点など、大切だと思うことを記入してください。作成時点では、空欄でも構いません。
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記 入 例


